
修学生医師の臨床研修中の県外研修に係るプログラム 

に関する意見聴取について 

 

【概要】 

修学生医師の臨床研修中の県外研修の取り扱いについては、平成 28 年度第３回茨城県地域医

療対策協議会（以下「地対協」という。）（平成 28 年 12 月 21 日開催）において、以下のとおり取

り扱うこととした。 

 

●修学生医師が、臨床研修病院の定めた臨床研修プログラムの中で、県外における研修に参加す

ることを可とする。 

●県外勤務を伴う研修プログラムへの修学生の参加の可否については、地域医療支援センター

運営委員会（※）の意見を聞いて地域医療支援センター長が決定する。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

●臨床研修中に県外研修を行った場合の義務履行期間への算入については、次ページ別表のと

おり。 

 

【対象期間】 

令和８年４月～令和９年３月末 

 

【今回意見を聞く案件】 

申請病院 
臨床研修プログラム 

の名称 

県外研修を行う 

医療機関・診療科 

県外研修を 

行う期間 

茨城西南医療センタ

ー病院 

いばらき夢チャレンジ茨

城西南医療センター病院

初期臨床研修プログラム 

国頭村立東部へき地診療

所（地域医療） 
２週間 

パナウル診療所（地域医

療） 
２週間 

 

資料３ 

＜判断の観点（例）＞ 

・県内では実施できない研修であり、且つどのように茨城の地域医療に役立つか

が説明できること 

・臨床研修にふさわしい研修内容であること 

・適切な期間であること 

※令和元年度以降は、地域医療支援センター運営委員会が地対協へ一本化された

ため、地対協の意見を聞いた上で、地域医療支援センター長が決定することと

する。 
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臨床研修中に県外研修を行った場合の義務履行期間への算入について 

 

別表１ 地域医療医師修学資金（地域枠） 

平成２９年度以降 

 

区分 内容 履行期間の算入 

１ 医師不足地

域外にマッ

チング 

医師不足地域外の病院でのみ研修す

る場合 

→２年間医師不足地域外勤務期間

に算入 

連続６月以上で通算１２月以上医師

不足地域内の病院に派遣される場合 

→１２月、医師不足地域内病院勤務

期間として算入 

県外に派遣される

場合 

２月以下 
→医師不足地域外勤務期間として

算入 

２月超 →猶予期間に算入 

２ 医師不足地

域内にマッ

チング 

医師不足地域内の病院でのみ研修す

る場合 

→２年間医師不足地域内勤務期間

に算入 

(1)県内医師不足

地域外に派遣

される場合 

 

(2)県外に派遣さ

れる場合 

(1)＋(2)が通算

４月以下かつ(2)

が２月以下 

→(1)＋(2)の期間を医師不足地域

内勤務期間として算入 

(1)＋(2)が通算

４月以下かつ(2)

が２月超 

→(1)の期間を医師不足地域内勤務

期間として算入し，(2)の期間を

猶予期間に算入 

(1)＋(2)が通算

４月超 

→(1)の期間を医師不足地域外勤務

期間として算入し，(2)の期間を

猶予期間に算入 

３ 県外大学病

院等へのマ

ッチング 

県外の大学病院等にマッチングすることはできません 

※１月３０日換算(１月未満端数切り捨て) 
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別表２ 医師修学資金 

平成２９年度以降 

区分 内容 履行期間の算入 

 

１ 県外大学病院

にマッチング 

 

又は 

 

２ 特定地域外に

マッチング 

 

臨床研修期間をすべて特定地域外（県外

を含む）の病院でのみ研修する場合 
→２年間猶予 

臨床研修期間のうち，連続６月以上で通

算１２月以上特定地域内に派遣される

場合 

→１２月義務算入 

３ 特定地域内に

マッチング 

臨床研修期間をすべて特定地域内の病

院でのみ研修する場合 
→２年義務算入 

(1)県内特定地域

外に派遣される

場合 

 

(2)県外に派遣さ

れる場合 

(1)＋(2)が通算４

月以下かつ(2)が

２月以下 

→(1)＋(2)の期間を特定地域

内勤務期間として算入 

(1)＋(2)が通算４

月以下かつ(2)が

２月超 

→(1)の期間を特定地域内勤務

期間として算入し(2)の期

間を猶予期間に算入 

(1)＋(2)が通算４

月超 

→(1)＋(2)の期間を猶予期間

に算入 

※１月３０日換算(１月未満端数切り捨て) 
 

 

 

※ 医師不足地域と特定地域について 
地域医療医師修学資金貸与条例においては「医師不足地域」と規定し，医師修学資金貸与条例

においては「特定地域」と規定しているが，定める範囲は同一である。 
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